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9月9日9月9日（土）（土）村内各地で教育フォーラムが開催されました。村内各地で教育フォーラムが開催されました。
阿島町地区ではメダカやホタルの住める水路づくりに取り組みました。阿島町地区ではメダカやホタルの住める水路づくりに取り組みました。
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広 報 
村の人口　6,823人（－５） 

　 男　 　3,305人（－１） 

　 女 　　3,518人（－４） 

　世帯数 　2,055戸（＋３） 

（平成18年９月１日現在） 2006 第256号 

編集　村づくり推進室／発行　喬木村役場　TEL 0265－33－2001 FAX 0265－33－3679 
　　　　　　　　　　　印刷　龍共印刷株式会社（飯田市上郷黒田121－1） 
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特養喬木荘で元気に暮す皆さん

　

九
月
一
八
日
は
敬
老
の
日
で
す
。

高
齢
に
な
っ
て
も
安
心
し
て
暮
ら

せ
る
地
域
づ
く
り
は
、
高
齢
者
が

増
え
続
け
る
日
本
社
会
に
と
っ
て

も
大
き
な
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す

が
、
喬
木
村
で
も
平
成
一
三
年
に

高
齢
者
数
（
六
五
歳
以
上
人
口
）

が
二
千
人
を
超
え
、
人
口
に
占
め

地
域
で
異
な
る
高
齢
化

　

喬
木
村
全
体
の
高
齢
化
率
は
八

月
末
時
点
で
二
八
・
八
％
で
す
が
、地

喬木村の地区別人口に占める高齢者数

高齢化率（％）６５歳以上人口地区人口地区名

25.0 208833北

阿 島

35.5 49138寺 の 前

22.5 72320帰 牛 原

39.7 46116郭

27.1 173638町

22.0 163742南

25.5 7112,787阿島全体

31.7 132416馬 場

小 川

34.6 56162両 平

26.2 90344田 上 川

24.5 100408上 平

28.4 3781,330小川全体

24.6 2791,135伊 久 間

29.9 275921富 田

38.6 68176大 和 知

37.2 84226氏 乗

59.8 76127大 島

34.8 77221加 々 須

73.0 73100特養喬木荘・悠生寮

28.8 2,0217,023喬 木 村 全 体

平成１８年８月末：住基台帳からの推計
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65歳以上人口 
75歳以上人口 
高齢化率（％） 

喬木村の高齢者数と高齢化率 

％
、
郭
地
区
の
三
九
・
七
％
、
大

和
知
地
区
の
三
八
・
六
％
と
続
き

ま
す
。
人
口
流
入
の
多
い
下
段
地

区
で
低
く
、
人
口
流
出
の
続
く
山

間
地
区
で
高
齢
化
率
も
高
く
な
る

傾
向
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
地
域
ご
と
に
異
な

る
状
況
に
対
し
て
、
高
齢
者
が
安

心
し
て
暮
ら
せ
る
地
域
づ
く
り
を

進
め
る
上
で
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地

域
で
異
な
っ
た
対
応
が
求
め
ら
れ

る
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
す
。

　

生
活
基
盤
を
支
え
る
仕
組
み
づ

く
り
は
、
あ
る
程
度
行
政
が
支
援

し
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、

住
み
慣
れ
た
地
域
で
人
生
の
後
半

を
送
る
た
め
に
は
、
隣
近
所
と
の

ふ
れ
あ
い
や
、
生
き
甲
斐
対
策
な

ど
、
地
域
の
皆
さ
ん
で
支
え
合
う

仕
組
み
づ
く
り
が
欠
か
せ
な
く
な
っ

て
い
ま
す
。

る
比
率
も
三
〇
％
に
近
づ
い
て
お

り
、
確
実
に
高
齢
社
会
を
迎
え
た

状
況
と
な
っ
て
い
ま
す
。

区
別
に
集
計

す
る
と
か
な

り
大
き
な
違

い
が
あ
る
こ

と
に
気
づ
き

ま
す
。
推
計

数
値
で
は
、

一
六
分
館
単

位
で
高
齢
化

率
が
最
も
低

い
の
は
阿
島

南
地
区
の
二

二
％
、
続
い

て
帰
牛
原
の

二
二
・
五
％

と
な
っ
て
お

り
、
高
い
方

で
は
大
島
地

区
の
五
九
・
八
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安
心
し
て
ご
相
談
下
さ
い

相
談
①　

脳
血
管
疾
患
に
な

り
、
こ
れ
か
ら
再
発
し
重
症
に

な
る
事
が
不
安
だ
。

①
つ
く
し
ん
ぼ
う
の
会
（
脳
血
管

疾
患
者
・
家
族
の
会
）
で
、
再

発
を
防
ぐ
学
習
会

相
談
②　

最
近
、
足
腰
が
弱
っ

て
き
た
。
悪
化
し
な
い
よ
う
に

し
た
い
。

①
リ
ハ
ビ
リ
相
談：

毎
週
木
曜

日　

高
松
分
院
理
学
療
法
士
に

よ
る
個
人
相
談

②
地
区
毎
の
体
操
学
習
会
（
要
望

地
区
か
ら
開
催
）

③
い
き
い
い
き
ク
ラ
ブ　

場
所：

憩
い
の
家　
　

月
２
回
利
用　

④
介
護
保
険
申
請：

デ
イ
ケ
ア
な

ど
早
期
利
用

相
談
③　

近
頃
、
記
憶
力
や
状

況
の
判
断
力
が
低
下
し
、
物
忘

れ
が
多
く
な
っ
て
き
て
心
配
。

①
専
門
病
院
の
受
診

②
家
族
が
安
心
で
き
る
支
援
と
し

て
や
す
ら
ぎ
支
援
員
に
よ
る
お

話
訪
問

③
や
す
ら
ぎ
支
援
員
の
方
の
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
「
や
す
ら
ぎ
交
流
会

昼
食
会
」
毎
月
第
３
土
曜
日

④
地
区
の
ミ
ニ
デ
イ

⑤
介
護
保
険
申
請：

小
規
模
の
家

族
的
雰
囲
気
の
デ
イ
サ
ー
ビ
ス

利
用

相
談
④　

独
り
暮
ら
し
で
だ
ん

だ
ん
体
力
も
弱
く
な
り
、
今
後

の
生
活
が
不
安
だ
。

①
生
活
支
援
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
の

訪
問

②
緊
急
時
の
緊
急
通
報
サ
ー
ビ
ス

の
利
用

相
談
⑤　

病
気
で
入
院
し
退
院

を
し
た
が
、
歩
く
事
も
出
来
な

く
な
り
身
の
回
り
の
こ
と
も
１

人
で
は
出
来
な
く
な
っ
て
し

ま
っ
た
。

①
介
護
保
険
申
請：

認
定
の
調
査

訪
問
。
介
護
支
援
専
門
員
と
在

宅
の
生
活
が
出
来
る
よ
う
計
画

を
立
て
、
介
護
保
険
の
サ
ー
ビ

喬木村の高齢者生活支援

高　　齢　　者 

各種相談・支援、必要なサービスにつなぐ 

包括的、継続的マネ 

ジメントの支援 

地域包括支援センター 

133－1120

介護予防マネジメ 

ントの実施 

・日常的個別相談 

　受付、訪問、支援  

・関係機関との調整 

・要支援1・2の方の 

　ケアプランの策定 

ご長寿お祝い申し上げますご長寿お祝い申し上げます
　９月１８日は敬老の日でした。

　喬木村の最高齢者は桃添の木下フサエさんで１０３歳になりまし

た。今年度、８８歳の米寿を迎えられる方々は２７人、８９歳以上と

なられる方は２００人いらっしゃいます。村では敬老の日に、８８歳

（米寿）の方と９９歳以上の方に、お祝いをお届けしました。長い

間、社会や村のためにご尽力いただいたことに感謝するととも

に、これからも健康で末永く暮らしていただきたいと思います。

長寿者
地　　区年　齢氏　　　名順位

五反田597城 下 利 明1

男　

性

両平下195原　 秋 美2

富田7-295木 下 清 信3

田中394松 澤　 清4

富田8-194木 下 富 夫5

桃添下2103木 下 フ サ エ1

女　

性

馬場7100原　 て ふ2

伊久間1399秦　 ケ サ ヨ3

喬木荘99澤 村 千 里4

富田4-298木 下 登 美 子5

遺
族
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障
害
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金
か
ら
の
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てててててててててててててててててててててててててててててててて

介
護
保
険
料
特
別
徴
収
に
つ
い
て

　

こ
れ
ま
で
の
遺
族
年
金
及
び
障

害
年
金
の
受
給
者
の
皆
様
に
は
、

個
別
に
市
町
村
の
窓
口
で
納
付
、

銀
行
預
金
等
の
手
続
き
を
行
っ
て

い
た
だ
い
て
お
り
ま
し
た
が
、
平

成
十
八
年
十
月
か
ら
、
遺
族
年
金

及
び
、
障
害
年
金
に
つ
い
て
も
、

介
護
保
険
料
を
天
引
き
す
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。（
年
額
十
八
万
円

以
上
受
給
さ
れ
る
見
込
等
の
要
件

を
満
た
す
方
が
対
象
で
す
。）

　

こ
れ
に
よ
り
、
被
保
険
者
の
方

に
も
介
護
保
険
料
を
納
め
る
手
続

き
が
簡
素
化
さ
れ
る
こ
と
と
な
り

ま
す
。
な
お
、
今
ま
で
ど
お
り
、

介
護
保
険
料
の
算
定
の
際
に
遺
族

年
金
及
び
障
害
年
金
の
受
給
額
は
、

所
得
に
含
ま
れ
ま
せ
ん
。
ご
不
明

な
点
は

喬
木
村
役
場　

住
民
課　

福
祉
係

電
話　
　

－

5
1
2
3　

ま
で

33

ス
利
用
を
考
え
て
い
く
。

問
題
①　

経
済
的
に
ゆ
と
り
が

な
く
、
サ
ー
ビ
ス
利
用
が
あ
ま

り
出
来
な
い
。

①
福
祉
医
療
費
の
給
付

②
所
得
に
応
じ
た
負
担
緩
和

③
高
齢
者
に
や
さ
し
い
住
宅
改
修

④
タ
ク
シ
ー
券
の
交
付

⑤
暮
ら
し
の
資
金
の
貸
付

　

（
社
会
福
祉
協
議
会
）

〈
ご
相
談
は
〉

　

お
電
話
を
い
た
だ
い
て
も
、

役
場
住
民
課
包
括
支
援
係
へ

お
い
で
い
た
だ
い
て
も
結
構
で
す
。

（
�　

－

1
1
2
0
）

33

　

ま
た
、
職
員
が
ご
自
宅
へ
訪
問

い
た
し
ま
す
。

　

困
っ
た
こ
と
や
心
配
な
こ
と
が

あ
り
ま
し
た
ら
、地
区
の
民
生
委
員

さ
ん
に
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
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　１０月２日から喬木村民バスのダイヤ改正を行います。

・以前の飯田発１４：００のバスは、喬木大島線が１２：３０発・

氏乗線が１２：００発に代わります。

・上りの最終便も交流センター発になります。

・午前中に交流センター（８：２０）→大島・氏乗行き／午後

に大島・氏乗（１４：３０と１６：３５）→交流センター行きのバ

スが増えます。

※信南交通の「阿島循環線」「市田線」との乗り継ぎが、

市田線の小川渡8:09のみしか出来ません。

　平成19年4月の信南交通のダイヤ改正にて、乗り継ぎ

の改善を行う予定です。

　　喬木村役場　総務課　�３３－５１２０
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８
月
か
ら
着
任
（
A
E
T
）

８
月
か
ら
着
任
（
A
E
T
）

ク
レ
ア
・
ス
ネ
ー
プ

ク
レ
ア
・
ス
ネ
ー
プ
先
生
先
生

　

A
E
T(A

ssista
n
t
E
n
g
li

sh
T
e
a
ch
e
r)

と
し
て
今
年
の
七

月
ま
で
勤
務
し
た
ジ
ェ
イ
ソ
ン

先
生
に
代
わ
り
八
月
よ
り
喬
木

中
学
校
を
中
心
に
勤
務
す
る
ク

レ
ア
・
ス
ネ
ー
プ
先
生
が
着
任

し
ま
し
た
。
ク
レ
ア
先
生
は
イ

ギ
リ
ス
・
ニ
ュ
ー
キ
ャ
ッ
ス
ル

出
身
で
す
。
今
年
ラ
ン
カ
ス
タ
ー

大
学
を
卒
業
し
た
ば
か
り
で
二

十
一
歳
に
な
り
ま
す
。
趣
味
は

テ
ニ
ス
・
水
泳
・
ゴ
ル
フ
と
ス

ポ
ー
ツ
が
得
意
だ
そ
う
で
す
。
喬

木
村
の
印
象
に
つ
い
て
緑
が
豊

か
で
山
が
き
れ
い
な
い
い
所
で

す
と
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。
今

後
三
年
間
お
世
話
に
な
り
ま
す

が
、よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

村民バス　そよかぜ（氏乗線）　　　 主要バス停のみ掲載 平成18年10月2日　改正

飯田駅
鼎公民
館前

市立
病院

伊久間小川渡
交流セ
ンター

喬木村
役場

小川の
湯

中央
保育園

運動
公園

上平富田辻
第二小
学校

第二
小学校
入口

大和知氏乗
矢筈
こん
にゃく

下り（氏乗発）

7:036:526:516:496:456:40１便
運 動 公 園 行 き
（主に中学生部活用）

8:007:597:577:537:507:447:427:407:387:347:30３便
交 流 セ ン タ ー 行 き
（ 中 央 保 育 園 経 由 ）

9:599:489:419:289:269:249:239:219:189:119:109:089:049:00５便飯 田 駅 行 き

信南交通：市田線14:5414:5314:5114:4814:4114:4014:3814:3414:30７便交 流 セ ン タ ー 行 き

飯田駅
8:40(伊久間経由)

小川渡
8:0917:0417:0317:0116:5816:5116:5016:4816:4416:40９便交 流 セ ン タ ー 行 き

矢筈
こん
にゃく

氏乗大和知
第二
小学校
入口

第二小
学校

富田辻上平
小川の
湯

運動
公園

中央
保育園

喬木村
役場

交流セ
ンター

小川渡伊久間
市立
病院

鼎公民
館前

飯田駅上り（氏乗行き）

7:237:197:157:127:117:05２便運 動 公 園 発

8:488:438:408:378:358:348:288:258:228:20４便交 流 セ ン タ ー 発

12:5812:5312:5012:4712:4512:4412:3812:3512:3212:3012:2912:2712:1612:0912:00６便飯　 　 田　 　 発

16:3216:2616:2316:2016:1716:1616:0916:0616:0216:0116:00８便
交 流 セ ン タ ー 発
中 央 保 育 園 経 由

17:3617:3017:2817:2517:2417:1617:1217:10
10便

交 流 セ ン タ ー 発
10/16～２月末

（ 主 に 部 活 用 ）
10/2→13、３月 18:0017:5417:5217:4917:4817:4017:3617:34

村民バス　せせらぎ（喬木大島線）

飯田駅
鼎公民
館前

市立
病院

交流セ
ンター

中央
保育園

伊久間
団地

伊久間小川渡
交流セ
ンター

内山
自動車
板金前

北消防
セン
ター前

阿島
信金前

北
保育園

運動
公園

帰牛原
公民館

一ノ瀬
橋

大島下り（大島発）

7:006:506:40１便
運 動 公 園 行 き
（主に中学生部活用）

8:098:068:008:028:047:577:567:557:547:507:467:407:30３便
交 流 セ ン タ ー 行 き
（ 中 央 保 育 園 経 由 ）

10:059:549:479:359:329:319:299:279:249:209:169:109:00５便飯 田 駅 行 き

信南交通：市田線14:5714:5614:5514:5414:5014:4614:4014:30７便交 流 セ ン タ ー 行 き

飯田駅
8:40(伊久間経由)

小川渡
8:0917:0217:0117:0016:5916:5516:5116:4516:35９便交 流 セ ン タ ー 行 き

大島
一ノ瀬
橋

帰牛原
公民館

運動
公園

北
保育園

北消防
セン
ター前

阿島
信金前

内山
自動車
板金前

伊久間
喬木村
役場

中央
保育園

交流セ
ンター

小川渡伊久間
市立病
院

鼎公民
館前

飯田駅上がり（大島行き）

7:227:127:02２便運 動 公 園 発

8:508:408:338:298:238:228:218:20４便交 流 セ ン タ ー 発

13:3513:2213:1513:1213:0613:0413:0113:0012:5912:5712:4612:3912:30６便飯 田 発

16:3216:2216:1516:1116:0516:0416:0315:5715:5315:5215:50
８便交 流 セ ン タ ー 発

16:02

17:3417:2417:1417:0817:0717:0617:05
１０便

交 流 セ ン タ ー 発
10/16～２月末

（ 主 に 部 活 用 ）
10/2→13、３月 18:0017:5017:4017:3417:3317:3217:31
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国国国国国国国国国国保保保保保保保保保保とととととととととと老老老老老老老老老老人人人人人人人人人人保保保保保保保保保保健健健健健健健健健健がががががががががが国保と老人保健が
変変変変変変変変変変わわわわわわわわわわりりりりりりりりりりまままままままままますすすすすすすすすす！！！！！！！！！！変わります！

平成１８年１０月１日から医療保険が改正され、

医療費の自己負担などが変わります。

①
高
額
医
療
費
の

　

自
己
負
担
限
度

額
が
変
わ
り
ま

す
。

　

同
じ
人
が
同
じ
月
内
に
、
同
一

の
医
療
機
関
に
支
払
っ
た
自
己
負

担
額
の
合
計
が
高
額
に
な
っ
た
場

合
、申
請
を
し
て
認
め
ら
れ
る
と
、

自
己
負
担
額
を
超
え
た
部
分
は
、

高
額
医
療
と
し
て
支
給
さ
れ
ま
す
。

今
回
の
改
正
で
、
下
表
の
よ
う
に

自
己
負
担
額
が
一
部
引
き
上
げ
ら

れ
ま
す
。

【７０歳未満の人】

平成１８年９月３０日まで
72,300円＋加算額※１
〔40,200円〕※２

一 般

139,800円＋加算金
〔77,700円〕

上 位 所 得 者 ※ ３

35,400円
〔24,600円〕

低 所 得 者
（住民税非課税世帯）

�
（※１）加算金とは、総医療費から控除額を引いた額の１％の額。
（※２）〔　〕内の金額は多数該当（直近１年間に高額医療費が４回以上発生した場合の４回目以降）の場合の金額。
（※３）上位所得者とは、基礎控除後の総所得金額などが６７０万円（１０月以降は６００万円）を超える世帯をいう。

平成１８年９月まで
外来＋入院
（世帯単位）

外来
（個人単位）

40,200円12,000円一 般

72,300円＋
加算金

〔40,200円〕
40,200円

一 定 以 上
（現役並み所得者）

24,600円8,000円低所得�
住民税非
課税世帯

15,000円8,000円低所得�

平成１８年
９月３０日
まで

２割

�

※
対
象
と
な
る
方
は
村
よ
り
個
別
に
通
知
が
届

き
ま
す
。

※
現
在
、
一
割
負
担
の
方
の
負
担
割
合
は
変
わ

り
ま
せ
ん
。

平成１８年
９月３０日
まで

１児
につき
30万円

※
妊
娠
十
二
週
（
八
十
五
日
）
以
降
で
あ
れ
ば
、

死
産
・
流
産
の
場
合
で
も
出
産
育
児
一
時
金

が
支
給
さ
れ
ま
す
。

　

（
医
師
の
証
明
書
が
必
要
で
す
）

�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
の

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
の

指
定
管
理
者
を

指
定
管
理
者
を

喬喬喬喬喬喬喬喬喬喬喬喬喬喬喬喬喬喬喬喬喬喬喬喬喬喬喬喬喬喬喬喬
木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木
村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村村
社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社
会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会

喬
木
村
社
会

福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福
祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉
協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協
議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議
会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会
にににににににににににににににににににににににににににににににに

福
祉
協
議
会
に

　

地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
に

よ
っ
て
、
公
の
施
設
の
管
理
制
度

が
改
め
ら
れ
、
管
理
委
託
の
対
象

が
広
く
民
間
法
人
や
民
間
団
体
に

も
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。
村
で
は
、
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ

ン
タ
ー
の
管
理
委
託
を
し
て
い
た

社
会
福
祉
協
議
会
を
指
定
管
理
者

と
し
て
指
定
し
、
八
月
の
臨
時
議

会
に
お
い
て
承
認
さ
れ
ま
し
た
。
管

理
運
営
内
容
は
今
ま
で
通
り
に
行

わ
れ
ま
す
。

平成１８年
９月３０日
まで

１件
につき
3万円

平成１８年１０月１日から
80,100円＋加算額
〔44,400円〕

一 般

150,000円＋加算金
〔83,400円〕

上 位 所 得 者

35,400円
〔24,600円〕

低 所 得 者
（住民税非課税世帯）

【７０歳以上の人】

�

平成１８年１０月から
外来＋入院
（世帯単位）

外来
（個人単位）

44,400円12,000円一 般

80,100円＋
加算金

〔44,400円〕
44,400円

一 定 以 上
（現役並み所得者）

24,600円8,000円低所得�
住民税非
課税世帯

15,000円8,000円低所得�

②
現
役
並
み
所
得
の
あ
る

七
十
歳
以
上
の
高
齢
者

の
自
己
負
担
割
合
が
変

わ
り
ま
す
。

平成１８年
１０月１日
から

３割

③
国
保
の
出
産
育
児
一
時

金
が
三
十
万
円
か
ら

　

三
十
五
万
円
に
引
き
上

げ
ら
れ
ま
す
。

�

平成１８年
１０月１日
から

１児
につき
35万円

④
葬
祭
費
が
三
万
円
か
ら

五
万
円
に
引
き
上
げ
ら

ま
す
。

平成１８年
１０月１日
から

１件
につき
5万円

�

� ���������������������������������������

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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秋
の
農
作
業
安
全
運
動
月
間　

９
月　

日
〜　

月　

日

１５

１０

１４

農
作
業
事
故
多
発

充
分
に
注
意
し
て
、
作
業
を
し
ま
し
ょ
う

　

収
穫
の
時
期
を
迎
え
る
こ
の
時

期
は
、
毎
年
農
作
業
事
故
が
多
発

し
、
多
く
の
方
が
亡
く
な
っ
て
い

ま
す
。
事
故
は
疲
れ
が
出
て
集
中

力
が
落
ち
て
く
る
昼
前
や
夕
方
に

集
中
し
て
発
生
し
て
い
ま
す
。
ま

た
、
死
亡
事
故
の
七
十
五
％
は
六

十
歳
以
上
高
齢
者
で
、
女
性
の
事

故
も
発
生
し
て
い
ま
す
。
無
理
な

作
業
計
画
を
立
て
ず
に
、
十
分
に

休
憩
を
取
り
な
が
ら
作
業
を
行
い
、

事
故
を
未
然
に
防
ぎ
ま
し
ょ
う
。

　

な
お
、
も
し
も
の
時
に
備
え
て

各
種
保
険
や
共
済
に
加
入
し
て
お

き
ま
し
ょ
う
。

こ
ん
な
事
故
が
増
え
て
い
ま
す

ま
し
ょ
う
。

②
夕
暮
れ
時
、
夜
間
に
追
突
さ
れ

て
の
死
亡
事
故
が
発
生
し
て
い
ま

す
。

�
こ
れ
か
ら
日
没
時
間
が
早
く
な

る
の
で
、
夕
暮
れ
時
に
は
早
め
に

ラ
イ
ト
を
点
灯
し
ま
し
ょ
う
。

�
夜
行
反
射
材
を
装
着
し
ま
し
ょ

う
。

③
草
刈
り
作
業
で
の
大
き
な
け
が

を
す
る
事
故
が
発
生
し
て
い
ま
す
。

�
草
な
ど
の
詰
ま
り
を
除
去
し
よ

う
と
す
る
と
き
は
、
必
ず
エ
ン
ジ

ン
を
切
り
ま
し
ょ
う
。

�
作
業
を
す
る
前
に
、
石
、
空
き

缶
な
ど
を
取
り
除
き
ま
し
ょ
う
。

�
防
護
メ
ガ
ネ
、
ヘ
ル
メ
ッ
ト
な

ど
保
護
具
を
身
に
つ
け
ま
し
ょ
う
。

�
安
全
装
置
、
安
全
カ
バ
ー
は
取

り
外
さ
な
い
よ
う
に
し
て
く
だ
さ

い
。

　

月
の
結
婚
相
談
日

10
　

十
月
十
四
日　

土
曜
日

　

午
後
七
時
三
〇
分
〜
午
後
九
時

　

喬
木
村
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　

第
一
会
議
室

※
相
談
日
に
係
わ
ら
ず
、
随
時
左

記
に
て
結
婚
に
つ
い
て
の
ご
相
談

を
受
け
付
け
て
お
り
ま
す
の
で
、

お
気
軽
に
お
電
話
し
て
く
だ
さ
い
。

お
問
い
合
わ
せ

役
場　

住
民
課
福
祉
係

　
　
　

担
当：

市
瀬

　
　
　

電
話：

　

－

5
1
2
3

33

講　師　　 細川 　 顕司 さん
ほそかわ けんじ

（財）市民防災研究所事務局長兼調査研究部長

川崎市総務局危機管理室防災企画専門員（非常勤）

　大規模な災害では行政の能力（公助）

が著しく低下し迅速かつ適切に機能す

ることは難しいことが、兵庫県南部地

震や新潟県中越地震でも明らかになり

ました。それらの災害で大きな機能を

果たしたのが、自分自身（自助）、家族，

自主防災組織の地域等での助け合い（共

助）でした。

　こうした災害での実例を調査し、住民の一人ひとりが、震災、火災等

の災害から身を守るための研究と普及活動を行っている（財）市民防災研

究所の細川さんを講師に、住民の方を対象とした防災講演会を開催しま

す。（下伊那北部５町村の共同開催事業です。）

１　日　　時　　　平成18年10月12日（木）　午後７時～

２　開催場所　　　豊丘村保健センター大ホール

　　　　　　　　　（豊丘村大字神稲3120番地（豊丘村役場敷地内））

３　参加申込

　　10月５日（木）までに、喬木村役場総務課生活安全係まで電話、

　　ＦＡＸ等によりお申し込みください。

４　問い合わせ先

　　喬木村役場総務課生活安全係　電話３３－２００１又はFAX３３－３６７９
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①
乗
用
型
ト
ラ
ク
タ
ー
の
下
敷
き

と
な
っ
た
り
、歩
行
型
ト
ラ
ク
タ
ー

の
バ
ッ
ク
時
に
、
立
木
挟
ま
れ
て

死
亡
す
る
事
故
が
発
生
し
て
い
ま

す
。

�
前
方
だ
け
で
な
く
左
右
、
後
方

の
安
全
確
認
を
十
分
に
し
ま
し
ょ

う
。

�
バ
ッ
ク
の
時
に
は
、
細
心
の
注

意
を
払
い
ま
し
ょ
う
。

�
安
全
フ
レ
ー
ム
・
キ
ャ
ブ
、

シ
ー
ト
ベ
ル
ト
を
忘
れ
ず
装
着
し

�
複
数
人

で
作
業
す

る
場
合
な

ど
、
周
囲

の
安
全
確

認
を
十
分

に
し
ま

し
ょ
う
。

防災講演会のお知らせ 

「わが家の備え、地域の備え」 
－災害に対する準備は万全ですか？－ 

� �����������������������������
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秋
の
行
政
相
談
週
間

  　
　
　

月　

日（
月
）〜　

日（
日
）

１０

１６

２２

「
行
政
相
談
所

「
行
政
相
談
所
」」を
開
設
し
ま
す

　

村
で
は
毎
月
一
回
、「
行
政
相

談
所
」
を
開
設
し
ま
す
。

　

行
政
相
談
制
度
は
、
国
、
県
、

村
が
行
っ
て
い
る
仕
事
へ
の
要
望

や
苦
情
、
意
見
な
ど
を
住
民
の
皆

さ
ん
か
ら
お
寄
せ
い
た
だ
き
、
そ

の
解
決
や
実
現
を
図
る
こ
と
を
目

的
と
し
て
い
ま
す
。

　

又
、
行
政
・
心
配
ご
と
相
談
で

は
行
政
相
談
に
併
せ
、
心
配
ご
と

相
談
、
中
村
弁
護
士
に
よ
る
無
料

法
律
相
談
（
年
三
回　

次
回
十
一

月
）
も
併
せ
て
実
施
し
ま
す
。

　

相
談
内
容
は
、
公
害
、
福
祉
、

年
金
、
消
費
者
保
護
、
農
地
、
道

路
、
河
川
な
ど
、
ど
ん
な
苦
情
、

要
望
で
も
結
構
で
す
。

　

相
談
は
無
料
で
秘
密
は
固
く
守

ら
れ
ま
す
の
で
、
ど
う
ぞ
お
気
軽

に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

◎
行
政
・
心
配
ご
と
相
談

○
十
月
（
夜
）

一
、
日　

時　

　

平
成
十
八
年
十
月
五
日（
木
）

　
　

午
後
七
時
〜
八
時
三
十
分

二
、
場　

所

　
　

喬
木
村
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー

三
、
相
談
員

　
　

塩
沢
行
政
相
談
員
・

　
　

民
生
児
童
委
員

○
十
一
月
（
昼
）

一
、
日　

時　

　
　

平
成
十
八
年
十
一
月
八
日

　
　

（
水
）

　
　

午
前
十
時
〜
十
二
時

二
、
場　

所

　
　

喬
木
村
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー

三
、
相
談
員

　
　

塩
沢
行
政
相
談
員
・

　
　

中
村
弁
護
士
・

　
　

民
生
児
童
委
員

◎
登
記
・
法
律
無
料
相
談
所

　

長
野
県
司
法
書
士
会
飯
田
支
部

で
は
、
春
・
秋
の
２
回
無
料
の
登

記
・
法
律
相
談
所
を
開
催
し
て
い

ま
す
。

一
、
日　

時

　
　

平
成
十
八
年
十
月
二
十
一
日

　
　

（
土
）  
午
後
一
時
〜
三
時

二
、
場　

所

　
　

喬
木
村
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー

三
、
相
談
員

　
　

長
野
県
司
法
書
士
会
飯
田
支

部
の
司
法
書
士

　

不
動
産
の
登
記
や
相
続
の
問
題
、

高
齢
者
の
財
産
管
理
等
、
貴
重
な

財
産
や
そ
れ
ら
に
関
連
す
る
権
利

の
保
全
に
つ
い
て
お
悩
み
に
な
っ

て
い
る
方
は
、
是
非
お
気
軽
に
相

談
に
お
出
か
け
下
さ
い
。

平
成　

年
度

１８

喬
木
村
総
合
文
化
祭
の
ご
案
内

　

展
示
・
出
店
・
芸
能
披
露
等
を
希
望
さ
れ
る
皆
様
へ

　

恒
例
の
喬
木
村
総
合
文
化
祭
が

開
催
さ
れ
ま
す
。

作
品
展
示
、
物
品
の
販
売
、
飲
食

物
等
の
提
供
等
の
出
店
、
芸
能
大

会
に
加
え
、
昨
年
か
ら
行
っ
て
い

ま
す
「
な
ん
で
も
発
表
会
」
も
開

催
し
ま
す
。

　

参
加
は
、
団
体
・
個
人
を
問
い

ま
せ
ん
。
村
内
在
住
の
方
な
ら
ど

な
た
で
も
参
加
で
き
ま
す
の
で
、

盛
大
な
文
化
祭
に
な
り
ま
す
よ
う

多
く
の
皆
さ
ん
の
ご
参
加
を
お
願

い
し
ま
す
。
お
申
し
込
み
は
、
十

月
十
三
日
ま
で
に
お
願
い
し
ま
す
。

参
加
の
お
申
し
込
み

申
込
期
限

　

平
成
十
八
年
十
月
十
三
日（
金
）

申
込
先  
作
品
展
示

　

喬
木
村
教
育
委
員
会
�　

－

2
0
0
2

33

喬木村総合文化祭の日程
と　　き：平成１８年１１月１０日（金）～１２日（日）
　　　　　午前９時から午後３時
と こ ろ：役場前広場、農協前広場、老人福祉センター、
　　　　　防災センター、椋鳩十記念館図書館、
　　　　　ＪＡみなみ信州喬木支所、商工会館他
イベント：作品展示 １０日（金）～１２日（日）
　　　　　物産展 １１日（土）～１２日（日）
　　　　　総合表彰式 １１日（土）　午前９時～１１時
　　　　　なんでも発表会 １１日（土）　
　　　　　　　　　　　　　午後１時～午後３時
　　　　　芸能大会 １２日（日）
　　　　　　　　　　　　　午前１０時～午後３時

平成18年度

事業所・企業統計調査

調査員がお伺いいたします

これからのまちづくりにも活

用するために、10月１日現在

の事業所・企業について調査

を行います。

全国すべての事業所が対象で

す。どうぞご協力をお願いし

ます。

９月下旬から

調査員がお伺い

します。

調査員は「調査

員証」を必ず携

行しています。

総務省統計局　長野県

村の行政相談委員は、

塩　澤　久　一さん
（喬木村１５１３９－１）

�33－２４１７

◎行政相談委員は、総務庁長官の委嘱を受

け、第三者的立場から公正な判断を行

い、住民と行政のパイプ役として相談に

応じ、その解決のためお手伝いをしま

す。相談方法は、口頭、電話、手紙のい

ずれでも構いません。行政相談所に都合

により参加できない方は、村の行政相談

委員にお気軽にご相談下さい。

� ��������������������������

物
産
店

　

ふ
る
さ
と
振
興
室

　
（
交
流
セ
ン
タ
ー
内
）�　

－
3
9
9
9

33

芸
能
大
会

　

喬
木
村
教
育
委
員
会
�　

－

2
0
0
2

33

な
ん
で
も
発
表
会

　

役
場
総
務
課
�　

－

5
1
2
0

33
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村村村村村村村村村村職職職職職職職職職職員員員員員員員員員員のののののののののの給給給給給給給給給給与与与与与与与与与与ななななななななななどどどどどどどどどどをををををををををを公公公公公公公公公公表表表表表表表表表表ししししししししししまままままままままますすすすすすすすすす村職員の給与などを公表します
　村では、村職員の給与等について、村民の皆さんによりいっそう理解していただくため状況を公表します。

●職員給与費の状況（一般会計予算）

１人当たり給与費（Ｂ／Ａ）
給　　与　　費職員数

（Ａ）区　分
計（Ｂ）職員手当給　　与

5,984千円323,185千円109,615千円213,570千円5418年度

（注）１．職員手当は扶養手当、通勤手当、時間外手当等。　退職手当は含まれていません。 ※職員数は、一般会計正規職員及び教育長
（注）２．給与費は当初予算に計上された額です。

●職員の経験年数別、学歴別平均給与月額の状況（Ｈ１8.4.1現在） （百円）
経　験　年　数

学　歴区　分
20年以上25年未満15年以上20年未満10年以上15年未満7年以上10年未満

3,9153,3332,8472,445大学卒一　般
行政職 －2,6012,3401,868高校卒

（注）経験年数とは、卒業直ちに採用され引き続き勤務している場合、採用後の年数をいうものです。

●職員の初任給の状況（Ｈ１8.4.1現在） （円）
国長　野　県喬　木　村種　別学　歴区　分

170,200170,200170,200試　験大学卒一　般
行政職 138,400138,400138,400試　験高校卒

●一般行政職の級別職員数の状況（Ｈ１8.4.1現在）
合　計6　級5　級4　級3　級2　級1　級区　分

村長が定める
複雑且つ困難
な課長

村長が
定める課長

課　　長
課長補佐
主　　幹

係　　長
企 画 員
主　　査

主　　任
主 事
技 師

標準的な
職務内容

3723131522職 員 数
5.4%8.1%35.1%40.5%5.4%5.4%構 成 比

（注）標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職名です。

●職員手当の状況(H17年度支給割合）
国長　野　県喬　木　村区　分

職制上の段
階、職務の
級等による
加算措置　

有り

1.40
1.60
3.00

6月期
12月期
計

職制上の段
階、職務の
級等による
加算措置　

有　り

1.40
1.60
3.00

6月期
12月期
計

職制上の段
階、職務の
級等による
加算措置　

有　り

1.40
1.60
3.00

6月期
12月期
計

期末手当

0.71
0.71
1.42

6月期
12月期
計

0.725
0.725
1.45

6月期
12月期
計

0.725
0.725
1.45

6月期
12月期
計

勤勉手当

勧奨・定年
27.30月分
42.12月分
59.28月分

自己都合
21.00月分
33.75月分
47.50月分

支給率
勤続20年
勤続25年
勤続35年

退職手当
その他の措置　　　　　
特例給料月額制度

退職前の特別昇給　　　
原則1号俸　　　

その他の措置　　　　　
特例給料月額制度

退職前の特別昇給　　　
原則1号俸　　　

その他の措置　　　　　　　
特例給料月額制度　　　
退職前の特別昇給　　　　　
特別の勧奨退職者2号俸

●特別職の報酬等の状況
期末手当給与、報酬月額区　分

（Ｈ17年度支給割合）
6月期　1.60　　
12月期　1.70　　
3月期　　－　　　
計　　3.30　　

（18.4.1～）　（円）

村　長　544,700
助　役　484,200

特 別 職

（Ｈ17年度支給割合）
6月期　1.60　　
12月期　1.70　　
3月期　　－　　　
計　　3.30　　

（18.4.1～）　（円）

議　長　234,600
副議長　168,100
議　員　135,800

議　　員

●職員の平均給料月額及び平均年齢の状況
　（Ｈ17.4.1現在）

一般行政職
区　分

平均年齢平均給料月額
43.10338,700喬 木 村
44.01346,800長 野 県
40.03329,728国

（注）国の平均給料月額は事務職、現業職の平均値のため県
村の値とは算定基礎が異なります。
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●職員給与のモデル（常勤の一般職　高等学校卒）　　　18.4.1　給料制度改正の完了後 単位：円

年　　収寒冷地手当期末勤勉手当給与月額通勤手当住居手当扶養手当管理職
手　当

給　料
（基本給）扶養親族等職名年齢

3,480,6801,200927,080212,7002,000000210,700なし主任30

5,362,88879,0001,425,888321,5004,100025,0000292,400妻・子2主査40

6,444,79662,7001,787,296382,9002,0002,50024,0000354,400
妻・子1
教育加算有り
自宅新築2年目

課長

補佐
50

7,171,84462,7001,971,128428,1680013,00015,968399,200
妻
通勤2km未満

課長55

注　年収は、各種控除前の額であり、実際にはこの額から所得税や共済掛金（公務員の健康保険や年金にかかわる自己負担）を控除した額〔手取
り〕が支給されます。

注　このモデルは設定年齢における標準的な勤続年数の職員モデルであり、すべての職員が設定年齢においてこのモデルの年収となっているわ
けではありません。

●部門別職員数の推移 
　喬木村定員適正化計画に基づく村の部門別職員の状況につ
いて公表します。尚、職員数は一般職に属する職員数であ
り、地方公務員の身分を保有する派遣職員、臨時職員等非常
勤職員を除いています。（教育長は含む）

各年度４月１日現在
対前年比職　員　数

区　　分
平18平17平16平18平17平16

222議　会

一
般
行
政
部
門

△ 11101011総　務
△ 1444税　務

666農　水
1332土　木

252525小　計
△ 2△ 1△ 1182021民　生
△ 2△ 1467衛　生
△ 4△ 2222628小　計

666教　育特別行
政部門 666小　計

222水　道

公営
企業等

111下水道
△ 20△ 1△ 142425その他
△ 20△ 1△ 172728小　計
△ 24△ 3△ 1608487合　　　計

・公営企業：その他　Ｈ18特養喬木荘運営移管のため△21

●職員の福利厚生

団　　体　　等区　　分
長野県市町村職員共済組合加入保険制度

長野県市町村職員互助会
喬木村職員互助会福 利 厚 生

●職員の勤務時間その他勤務条件

職員の勤務時間と休日　Ｈ18.7.1改正
勤務時間の割り振り１週間の勤務

時間 週休日休憩時間終業始業
土・日曜日12:00～13:0017:308:3040時間

年次有給休暇の状況 17年1月1日～12月31日

１人当たり
平均使用日数

全期間
在職職員数総使用日数総付与日数

6.083476.03,320

休暇など
説　　　　　　明休暇の種別

年20日間、繰り越しは最大で20日間（有給）年次有給休暇

選挙権の行使、結婚、出産、子の看護など特別な理由
で勤務しないことが相当と認められる期間（有給）特別休暇

負傷または病気で、勤務しないことが認められる期間（有給）療養休暇

父母、子、配偶者の父母などが負傷、病気のときや老
齢で日常生活に支障がある人を介護するとき、連続す
る6月の期間内において必要と認められる期間

（無給）介護休暇

職員団体の業務に従事するため、勤務しないことが相
当であると認められる期間（無給）組合休暇

●職員の分限及び懲戒処分の状況

　分限処分とは、公務効率の維持を目的に職員を処分するもので、制裁的意味合
いはありません。懲戒処分とは、職員の義務違反に対する道義的責任を問い、秩
序を維持する制裁的処分です。

該当者内　　　　　　容種類区　分

なし

・勤務成績がよくないとき
・心身の故障のため、職務の遂行に支障があった
り、これに耐えられないとき
・その他、その職に必要な適格性を欠くとき
・廃業または過員を生じたとき

降任
免職

分限処分

・心身の故障のため、長期の入院が必要なとき
・刑事事件で起訴されたとき免職

なし

・地方公務員法のほか、これに基づく条例、規
則、規程に違反したとき
・職務上の義務に違反したり、職務を怠ったとき
・全体の奉仕者としてふさわしくない非行があっ
たとき

戒告
減給
停職
免職

懲戒処分

特別養護老人ホーム喬木荘含む

●職員の研修

内容及び回数研修名

庁内及び庁外講師による定期研修
全職員対象　11回時間外職員研修

一般、中堅、部課長、部門別
6回　8名

市町村職員研修
センター研修受講

業務研修を除く

・公平委員会は、職員の勤務条件に関する措置の要求及び職員に対する不利益処分を審査し、並びにこれについて必要な措置を講ずる。
勤務条件に関する措置要求　平成17年度　　なし　　　　　　　　　　不利益処分に関する不服の申立ての状況　平成17年度　　なし

●職員の利益の保護

給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、公平委員会に対して、地方
公共団体の当局により適当な措置が執られるべきことを要求すること
ができる

懲戒その他その意に反すると不利益な処分を受けた場合に公平委員会
に対して不服申立て（審査請求又は異議申立て）をすることができる。


